
土木・建築用仮設機材からハウスおよび関連備品まで

安全と創造を求める

仮設機材の総合レンタル



お取引のしおり

◆ 基 本 料 ◆ 入出庫および検収・整理保管にかかる費用です。

◆ 使 用 料 ◆（数量＊日数＊単価）＋（数量＊基本料）を加えたものです。
（一部の商品について最低リース保障期間のあるものがあります。）

◆ 賃貸期間 ◆ ヤード出庫日よりヤード入庫日迄とします。

◆ 保 証 金 ◆ 仮設資材に対してご契約と同時に頂きます。

◆ 滅損価格 ◆ 紛失品および修理不能品は滅損価格にて、清算願います。
滅損価格は変動する場合があります。

◆ 修　　理 ◆ ケレンおよび破損にて修理を要す製品、又は滅失部材にはその個所により、修理費を頂きます。

◆ 受 渡 し ◆ 弊社指定ヤード受渡しで、午前８時30分より午後４時まで受付けいたします。但し、第１・
第３土曜日の入出庫業務は午前中で終了致します。

◆ 運　　賃 ◆ 往復とも貴社のご負担でお願いいたします。
（必要に応じ運搬も致しますが、代行運搬費実費申し受けます。）

◆ 休　　日 ◆ 日曜、祝祭日、第２・第４土曜日。
資材の入出庫は行いません。

◆ そ の 他 ◆ リース材の車両積込後の取消しは出来ませんので仮設計画を検討の上ご発注願います。
明記なき事項は見積書、ご契約書にもとづき取り決めさせていただきます。

お　願　い

◦お互いの信頼のために数量の確認は確実に立会ってください。
◦木製材、鋼製材を問わず事故防止のためご使用前に資材の安全確認をお願いします。
◦資材の積み降ろしはリフト又はクレーンを使用しますので、りん木およびワイヤーをご用意下さい。
◦資材の入・出庫申し込みは、３・４日前もってご連絡いただくようご協力願います。
◦各現場で資材返納の場合、積込に手間取り運送費が高くなる時もありますので、資材は一定の場所に集めて下さい。
◦資材を大切に取扱うことがリース費用を安くするコツです。
◦ヤード内では必ずヘルメットの着用を守って下さい。
◦ご返却の際には、現場名を記入した送り状をご添付願います。
◦仮設工業会の認定外商品についても掲載しております。ご使用の際には、寸法、強度等ご考慮の上、安全を確認
してご注文をして下さい。

掲載商品について、現品と形状・寸法が変わることがあります。
※ご購入商品につきましても承ります。
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仮 設 工 業 会 正 会 員
軽仮設リース業協会会員
全国仮設安全事業協同組合組合員
仮設工業会指定工場

松 江 支 店
事務センター

〒690－0048 松江市西嫁島三丁目38番地１
TEL松江（0852）26－1818 FAX（0852）26－3838

機材センター 〒699－0403 松江市宍道町西来待1638－5
TEL松江（0852）66－1145 FAX（0852）66－3535

米子営業所 〒683－0102 米 子 市 和 田 町 １ ３ ２ ８
TEL米子（0859）28－5253 FAX（0859）28－6767

浜田営業所 〒697－0005 浜田市上府町1835-5流通団地
TEL浜田（0855）22－1600 FAX（0855）22－1603

メールアドレス hor io .matsue .261818@sky .p la la .o r . j p
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